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組合員証・被扶養者証が
使用できなくなります

　組合員証・被扶養者証（健康保険証）をお持ちの方は、本年12月２日から現行の組合員証等が使用できなくな
ります。12月２日以降に医療機関を受診する際は、マイナ保険証※又は資格確認書を提示することとなります。
※マイナ保険証…健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのこと。

●医療機関受診時に提示するもの

マイナンバーカードを
お持ちですか

健康保険証として
利用登録していますか
（電子証明書有効期限

切れを除く）

★資格確認書を提示
医療機関等を受診する際に利用する
ハガキ型の確認書です。

マイナ保険証をお持ちでない方も、こ
れまで通り保険診療が受けられます。

★マイナ保険証を提示
医療機関等に設置されているカード
リーダーに「マイナ保険証」をおいて、
顔認証又は暗証番号で本人確認を行
います。

　現在、組合員証等をお持ちで、マイナ保険証の利用登録がまだの方には、11月下旬ごろに「資格確認書」を
所属所へ送付します。申請は不要です。（ひょうご夢Life ７月号 P８参照）登録済の方には「資格確認書」の交
付はありません。マイナ保険証を提示して、医療機関を受診してください。

はい

はい

いいえ

いいえ

●マイナ保険証の登録状況を確認してみましょう！
　上記フローチャートで、「資格確認書」か「マイナ保険証」のどちらか不明な方は、マイナ保険証の登録状況をご自身
で確認することができます。ご自身だけでなく、被扶養者の状況も以下の方法で確認してみましょう。

　マイナポータルでは、
マイナ保険証の登録状況
の他、組合員番号や資格
取得日、過去の加入履歴
なども確認いただけます。
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